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平成２５年度 湖西市外部評価 概要 

１．趣旨 
 

市民の視点に立った成果重視の市政運営を目指し、本市が実施している事業 

について、行政サービスの向上と市政の透明性を確保するために外部評価を実

施します。 

評価結果などを参考に、今後の事業のあり方について再度検討し、資源の有

効活用を図ります。 

 

２．評価体制 
 

・コーディネーターは、外部評価の円滑な進行や議論を引き出す調整役をします。 

・事業の評価は、評価員10名で行います。 

 

 

氏  名 区 分 所  属  等 

野田 遊 コーディネーター 愛知大学 地域政策学部准教授 

評価員（１０名） 

疋田 竹幸 有識者   元 浜名湖競艇企業団企業長 

浮海 章江 〃   元 消費者グループ会長 

柴田 和利 〃   湖西市商工会選出 

神谷 尚世 〃   市民活動支援事務局長 

石山 鉄也 〃   静岡県産業振興財団職員 

武内 俊昭 公募市民  

山本 勝郁   〃    

加治 志穂 学生 推薦  

高杉 芽生   〃  

河島 正志 浜松市職員 
浜松市 企画調整部 行政経営課 

評価・改善グループ長 
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３．外部評価の進め方  １事業あたり 約５０分程度 

 

① 事業説明 ≪１０分程度≫ 

事業の概要を、市職員が評価シートを基に説明します。 

 

 

 

② 質疑応答 ≪２５分程度≫ 

 評価員の質問者５～６名が、市職員に対して評価の判断材料としての 

質問を行います。事業の必要性、有効性、効率性、実施主体の適否など 

  

 

③ 質問者の意見表明 ≪５分≫ 

    評価の前に事業に対する意志表明を確認します。 

 

 

 

④ 外部評価の判定 ≪１０分≫ 

評価員が、各自「評価票」に記入します。（評価者 10 名） 

評価は、5 つの判定区分に応じて自らの評価を決定します。 

コーディネーターが、評価結果について報告します。 

 

 

 

４．外部評価判定結果の活用 

 

外部評価により導き出された結果は、市の決定ではありません。議論された

内容等を含め今後のあり方について十分に精査・検討を行ったうえで、市とし

て今後の方針を決定し、次年度以降の予算編成や事業計画へ反映します。 
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№ 事業名 担当部課 開始 終了 

１ 広報広聴推進事業 企画部・企画政策課 9：00 ～  9：50 

10 分休憩 

２ 放課後児童健全育成事業 健康福祉部・子育て支援課 10：00 ～ 10：50

10 分休憩 

３ ごみ減量化推進事業 環境部・ごみ減量課 11：00 ～ 11：50 

11：50 ～ 13：00（昼休み） 

４ 図書館管理運営事業 教育委員会・図書館 13：00 ～ 13：50 

10 分休憩 

５ 観光振興事業 市民経済部・商工観光課 14：00 ～ 14：50 

 

 

 

○外部評価会場図 （健康福祉センター 3 階研修室） 
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傍聴席 （固定席でご覧ください） 

※どなたでもご覧になれます。 

※傍聴席から、意見や質問などの発言は、評価の妨げとなりますので、

ご遠慮願います。 

質 問 者

進行役

入
口 

「湖西市外部評価」 

平成 25 年度湖西市外部評価 スケジュール 
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 外部評価の流れ及び判定基準 

 

 

 

湖西市とし

てそもそも

必要か？ 

 

 

 

 

  

どこが行う

べきか？ 

 

 

 

 

 

  

 

実施方法は

このままで

いいか？ 

 

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

判定区分 主な評価視点 

Ｅ 廃止 

 

①：実施する妥当性がない 

②：事業効果が低い 

③：他の事業と重複している（他の事業へ統合できる）

④：サービス受給者の自助努力、自己負担により実施す

ることができる 

⑤：上記①～④以外に必要でないと考える理由がある。

 

Ｄ 改善： 

実施主体の

変更 

 

①：行政の役割が終了しつつある（民間等で実施する）

②：管理運営を民間委託できる（指定管理者制度の導入

が可能） 

③：上記①、②以外に委託が適当であると考える理由が

ある。 

 

Ｃ 改善： 

一部廃止 

 

①：事業の一部を廃止したり、委託したほうが効率的、

効果的である。 

②：役目を終えたり、効率的、効果的でない部分がある。

Ｂ 改善： 

その他 

 

①：事業内容（手段）の見直しが必要 

②：事業規模の縮小が必要 

③：自主財源、受益者負担の確保（見直し）が必要 

④：終期等の時限設定が必要 

⑤：事業の効率化が必要 

⑥：上記①～⑤以外の見直しの可能性がある。 

 

Ａ 継続 

①：現行の内容で実施 

②：より一層の充実を図りつつ実施 

 

事業 

必要な事業で

ある。 

湖西市が行うべ

き事業である。 


